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スマート農業広がっています

今年度より、自然圧パイプラインで用
水供給を開始した石沢地区のほ場の一
部において、給水栓バルブの遠隔操作
に関する実証試験を開始しました。
毎日の水回りが現地に行かず、パソコ
ンやスマートフォンを使用して遠隔で
操作が可能になることで、水回りに要
する労力の削減効果が期待できます。

（詳細記事６ページ参照）

表 紙 写 真 紹 介

　毎年、全国各地で農業用水路・施設等における悲惨な水難事故が発
生しています。
　特に今の時期は１年の中で一番水量が増えるため大変危険です。
　自分は大丈夫と思わず、慣れた道でも水路沿いは安全を確認しましょ
う。また、高齢者や子供たちとコミュニケーションをとり、不用意に近づ
いたり近くで遊んだりしないよう、日頃から地域や家庭で声掛けをして
いただくなど、事故防止に向けたご協力をお願いいたします。
　私たち土地改良区も、悲しい事故を防ぐため用水路の安全対策に努
めて参ります。

用水路やため池で遊ばないように
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理事長挨拶
第150回通常総代会開催
会計報告
令和5年度事業概要
お知らせ

C o n t e n t s

　近年、「農業委員会や農協の手続き、登記を行えば、土地改良区の土地原簿も同時に修正されると
思っていた」という事例が増えています。
土地改良区の組合員資格や土地原簿の変更（組合員の権利、賦課金納付等の義務）は、法務局・市町
村窓口・農業委員会・農協・農地中間管理機構などの手続きのみでは変更できません。土地改良法第
43条（組合員の資格得喪の通知義務）に基づき、土地改良区へ直接届出いただく必要があります。
　土地改良区へ届出がない場合は土地原簿の修正はされず、変更前の状態で賦課されますので、忘れ
ずに土地改良区に関係書類の届出をお願いします。

忘れずに届出ください

　土地改良区管内の農地を売買するとき（競売取得も含む）や組合員資格を交代する場合、その農
地に滞納賦課金があると、新しくその農地を取得した方に滞納賦課金を支払う義務が生じます。【土
地改良法第４２条第１項権利義務の承継】
　農地の売買等の契約をされる場合は、トラブルにならないよう当事者間で十分話し合ってから滞
納賦課金の精算をするようお願いいたします。

滞納賦課金は新組合員に承継

◎農地の権利異動をしたとき
（売買・賃貸借契約及び解約・利用権設定・中間管理権設定・交換）
◎農地の分合筆、面積の増減があったとき
◎組合員が亡くなられたとき（相続・未登記の法定相続を含む）
◎農業者年金の受給、農業経営を後継者へ移譲したとき
◎生前一括譲与するとき
◎組合員住所・賦課金振替口座の変更・口座名義人の変更をしたとき
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令
和
5
年
3
月
28
日（
火
）午
後
1
時
30
分
よ
り
、上
越
市
ラ
ー
バ
ン
セ
ン
タ
ー

に
於
い
て
第
1
5
0
回
総
代
会
議
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
総
代
定
数
45
名
中
、実
出
席
者
32
名
、書
面
議
決
10
名
、合
計
42
名
が
出
席
し
、

出
席
率
は
93
．3
％
と
な
り
ま
し
た
。

　
第
１
分
区
よ
り
岡
田
一
昭
総
代
が
議
長
に
選
任
さ
れ
、
第
1
次
中
期
経
営
計

画
、
令
和
４
年
度
補
正
予
算
お
よ
び
令
和
５
年
度
予
算
等
提
出
議
案
に
つ
い
て

慎
重
審
議
の
結
果
、
全
議
案
に
つ
い
て
原
案
ど
お
り
可
決
承
認
さ
れ
、
午
後
2

時
30
分
に
閉
会
し
ま
し
た
。

整
備
工
事
に
よ
り
新
し
い
水
管
理
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
、本
年
４
月
よ
り
運
用

を
開
始
し
て
お
り
ま
す
。設
備
を
最
大
限
活
用
し
、今
後
も
よ
り
一
層
用
水
の
安

定
供
給
に
努
め
て
参
り
ま
す
。

県
営
ほ
場
整
備
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、令
和
５
年
度
新
た
に
柳
井
田
地
区
が

新
規
採
択
予
定
で
あ
り
ま
す
。こ
れ
に
よ
り
実
施
地
区
が
６
地
区
に
な
り
ま
す
。

面
工
事
３
年
目
を
迎
え
る
石
沢
地
区
に
お
き
ま
し
て
は
、面
工
事
の
ほ
か
、ス

マ
ー
ト
農
業
の
推
進
を
図
る
べ
く
、昨
年
度
に
引
き
続
き
農
山
漁
村
振
興
交
付
金

を
活
用
し
、遠
隔
型
自
動
給
水
栓
を
試
験
的
に
設
置
し
て
実
証
試
験
を
行
っ
て
い

ま
す
。ま
た
、和
田
北
部
地
区
に
お
き
ま
し
て
は
待
望
の
面
工
事
が
開
始
さ
れ
る

予
定
で
す
。

県
営
頭
首
工
改
修
工
事
で
は
、柳
井
田
第
２
地
区（
柳
井
田
頭
首
工
）と
四
ヶ
字

地
区（
四
ヶ
字
頭
首
工
）に
お
い
て
事
業
を
進
め
て
い
ま
す
。柳
井
田
頭
首
工
は
河

川
内
で
の
工
事
が
令
和
４
年
度
に
完
了
し
ま
し
た
。今
年
度
は
操
作
室
、取
水
樋

門
の
補
修
工
事
を
実
施
し
、令
和
５
年
度
中
の
事
業
完
了
を
目
指
し
ま
す
。四
ヶ

字
頭
首
工
は
県
の
財
政
事
情
に
よ
り
予
算
配
分
が
大
幅
に
少
な
い
状
態
と
な
っ

て
お
り
、事
業
進
捗
に
影
響
が
出
て
い
ま
す
。令
和
５
年
度
は
実
施
設
計
と
河
川

協
議
を
進
め
、令
和
６
年
度
か
ら
の
工
事
着
工
を
目
指
し
ま
す
。

団
体
営
事
業
で
は
、農
業
水
路
等
長
寿
命
化
防
災
減
災
事
業
に
お
い
て
月
岡
地

区
が
新
た
に
事
業
採
択
さ
れ
、四
ヶ
字
用
水
路
の
老
朽
化
対
策
の
た
め
、今
年
度

測
量
設
計
を
行
い
、令
和
６
年
度
に
改
修
工
事
を
行
い
ま
す
。ま
た
、昨
年
度
に
引

き
続
き
大
和
三
ヶ
字
用
水
路
の
改
修
工
事
も
実
施
さ
れ
ま
す
。維
持
管
理
適
正
化

事
業
で
は
十
ヶ
字
用
水
路
沿
線
に
お
け
る
安
全
柵
設
置
工
事
を
昨
年
度
に
引
き

続
き
実
施
し
ま
す
。

国
営
、県
営
、団
体
営
事
業
と
事
業
量
が
非
常
に
多
く
な
っ
て
お
り
、組
合
員
の

皆
様
方
に
は
い
ろ
い
ろ
な
場
面
に
お
い
て
ご
協
力
を
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
ろ
う

か
と
お
も
い
ま
す
が
、関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
役
職
員
一
同
最
大
の

努
力
を
し
て
参
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、今
後
と
も
皆
様
方
か
ら
の
更
な
る

ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

末
筆
な
が
ら
、皆
様
の
ご
活
躍
と
ご
健
勝
を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
ご
挨
拶
と
い

た
し
ま
す
。

広
報
誌
の
発
行
に
あ
た
り
、一
言
ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。

日
頃
よ
り
、当
改
良
区
の
業
務
運
営
並
び
に
各
種
事
業
の
推
進
に
対
し
ま
し
て

格
別
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
、心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、今
冬
は
山
の
方
で
の
積
雪
が
少
な
く
、記
録
的
な
暖
冬
で
あ
っ
た
令
和

２
年
よ
り
も
さ
ら
に
少
な
い
状
況
で
あ
り
ま
し
た
。笹
ヶ
峰
ダ
ム
に
お
い
て
も
雪

が
少
な
く
、田
植
え
用
水
は
確
保
で
き
た
も
の
の
、今
後
の
天
候
に
よ
っ
て
は
出

穂
期
の
用
水
不
足
が
危
惧
さ
れ
ま
す
。当
改
良
区
に
お
き
ま
し
て
も
天
候
の
状
況

を
注
視
し
な
が
ら
用
水
管
理
を
徹
底
い
た
し
ま
し
て
、皆
様
方
か
ら
は
節
水
に
ご

協
力
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

令
和
５
年
度
か
ら
の
賦
課
金
に
つ
い
て
で
す
が
、現
在
、事
業
量
の
増
加
に
よ

り
こ
れ
ま
で
の
賦
課
金
額
で
は
運
営
し
て
い
く
こ
と
が
難
し
い
状
況
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。こ
の
こ
と
か
ら
、今
後
も
事
業
を
継
続
し
て
い
く
た
め
に
第
１
次
中

期
経
営
計
画
を
策
定
し
、賦
課
金
額
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
て
参
り
ま
し
た
。そ

の
結
果
、本
年
３
月
に
開
催
さ
れ
た
第
１
５
０
回
総
代
会
に
お
い
て
令
和
５
年
度

か
ら
の
賦
課
金
増
額
が
議
決
さ
れ
ま
し
た
。農
業
情
勢
が
厳
し
さ
を
増
す
中
、組

合
員
の
皆
様
に
は
ご
負
担
を
お
か
け
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、何
卒
ご
理
解
を

賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

管
内
に
お
け
る
事
業
執
行
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、国
営
か
ん
が
い
排
水
事
業
関
川
用
水
地
区
で
す
が
、昨
年
度
に
引
き
続

き
笹
ヶ
峰
ダ
ム
の
設
備
改
修
工
事
等
が
進
め
ら
れ
ま
す
。さ
ら
に
、水
管
理
施
設
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理
事
長
挨
拶

第
１
５
０
回
通
常
総
代
会
開
催

「
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
」
は
世
界
的
な
潮
流
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
土

地
改
良
分
野
で
は
こ
れ
ま
で
男
女
共
同
参
画
推
進
に
関
す
る
具
体
的
な
数
値
目

標
が
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
令
和
２
年
12
月
、
第
5
次
男
女
共
同

参
画
基
本
計
画
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
土
地
改
良
区
の
理
事
に
占
め
る
女
性
の
割

合
を
10
%
以
上
と
す
る
成
果
目
標
が
設
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
令
和
３
年
３
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
土
地
改
良
長
期
計
画
に
も
、
同

様
の
成
果
目
標
が
設
定
さ
れ
、
い
ず
れ
も
目
標
年
度
は
令
和
７
年
度
と
し
て
い

ま
す
。

　
新
潟
県
内
の
状
況
を
み
ま
す
と
、
78
あ
る
土
地
改
良
区
の
う
ち
女
性
理
事
が

活
躍
し
て
い
る
土
地
改
良
区
は
２
土
地
改
良
区
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
さ
ら
な

る
女
性
参
画
と
活
躍
の
場
と
な
る
環
境
づ
く
り
へ
の
理
解
の
醸
成
が
必
要
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
社
会
の
動
き
を
受
け
、
当
改
良
区
に
お
い
て
も
こ
れ
を
意
識
し
、

対
応
す
る
こ
と
は
実
質
的
な
義
務
で
あ
り
、
こ
れ
を
時
代
に
対
応
す
る
契
機
と

と
ら
え
、
今

年
度
よ
り
目

標
達
成
に
向

け
た
検
討
を

始
め
ま
す
。

土
地
改
良
区
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
推
進

〜
女
性
理
事
の
登
用
に
つ
い
て
〜

和
田
土
地
改
良
区
　
会
計
担
当
理
事
　
佐
藤
　
重
幸
氏
が
、

5
月
29
日
　
午
前
8
時
51
分

病
気
の
た
め
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
（
享
年
７２
歳
）

生
前
本
土
地
改
良
区
の
業
務
運
営
に
ご
尽
力
賜
り
ま
し
た
こ
と
に
深
く

感
謝
申
し
上
げ
、
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

お
く
や
み

理
事
長
　
小
林 

春
男

総代会の様子

議長　岡田　一昭 総代(国賀地区)　
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で
は
、農
業
水
路
等
長
寿
命
化
防
災
減
災
事
業
に
お
い
て
月
岡
地

区
が
新
た
に
事
業
採
択
さ
れ
、四
ヶ
字
用
水
路
の
老
朽
化
対
策
の
た
め
、今
年
度

測
量
設
計
を
行
い
、令
和
６
年
度
に
改
修
工
事
を
行
い
ま
す
。ま
た
、昨
年
度
に
引

き
続
き
大
和
三
ヶ
字
用
水
路
の
改
修
工
事
も
実
施
さ
れ
ま
す
。維
持
管
理
適
正
化

事
業
で
は
十
ヶ
字
用
水
路
沿
線
に
お
け
る
安
全
柵
設
置
工
事
を
昨
年
度
に
引
き

続
き
実
施
し
ま
す
。

国
営
、県
営
、団
体
営
事
業
と
事
業
量
が
非
常
に
多
く
な
っ
て
お
り
、組
合
員
の

皆
様
方
に
は
い
ろ
い
ろ
な
場
面
に
お
い
て
ご
協
力
を
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
ろ
う

か
と
お
も
い
ま
す
が
、関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
役
職
員
一
同
最
大
の

努
力
を
し
て
参
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、今
後
と
も
皆
様
方
か
ら
の
更
な
る

ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

末
筆
な
が
ら
、皆
様
の
ご
活
躍
と
ご
健
勝
を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
ご
挨
拶
と
い

た
し
ま
す
。

広
報
誌
の
発
行
に
あ
た
り
、一
言
ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。

日
頃
よ
り
、当
改
良
区
の
業
務
運
営
並
び
に
各
種
事
業
の
推
進
に
対
し
ま
し
て

格
別
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
、心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、今
冬
は
山
の
方
で
の
積
雪
が
少
な
く
、記
録
的
な
暖
冬
で
あ
っ
た
令
和

２
年
よ
り
も
さ
ら
に
少
な
い
状
況
で
あ
り
ま
し
た
。笹
ヶ
峰
ダ
ム
に
お
い
て
も
雪

が
少
な
く
、田
植
え
用
水
は
確
保
で
き
た
も
の
の
、今
後
の
天
候
に
よ
っ
て
は
出

穂
期
の
用
水
不
足
が
危
惧
さ
れ
ま
す
。当
改
良
区
に
お
き
ま
し
て
も
天
候
の
状
況

を
注
視
し
な
が
ら
用
水
管
理
を
徹
底
い
た
し
ま
し
て
、皆
様
方
か
ら
は
節
水
に
ご

協
力
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

令
和
５
年
度
か
ら
の
賦
課
金
に
つ
い
て
で
す
が
、現
在
、事
業
量
の
増
加
に
よ

り
こ
れ
ま
で
の
賦
課
金
額
で
は
運
営
し
て
い
く
こ
と
が
難
し
い
状
況
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。こ
の
こ
と
か
ら
、今
後
も
事
業
を
継
続
し
て
い
く
た
め
に
第
１
次
中

期
経
営
計
画
を
策
定
し
、賦
課
金
額
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
て
参
り
ま
し
た
。そ

の
結
果
、本
年
３
月
に
開
催
さ
れ
た
第
１
５
０
回
総
代
会
に
お
い
て
令
和
５
年
度

か
ら
の
賦
課
金
増
額
が
議
決
さ
れ
ま
し
た
。農
業
情
勢
が
厳
し
さ
を
増
す
中
、組

合
員
の
皆
様
に
は
ご
負
担
を
お
か
け
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、何
卒
ご
理
解
を

賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

管
内
に
お
け
る
事
業
執
行
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、国
営
か
ん
が
い
排
水
事
業
関
川
用
水
地
区
で
す
が
、昨
年
度
に
引
き
続

き
笹
ヶ
峰
ダ
ム
の
設
備
改
修
工
事
等
が
進
め
ら
れ
ま
す
。さ
ら
に
、水
管
理
施
設
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理
事
長
挨
拶

第
１
５
０
回
通
常
総
代
会
開
催

「
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
」
は
世
界
的
な
潮
流
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
土

地
改
良
分
野
で
は
こ
れ
ま
で
男
女
共
同
参
画
推
進
に
関
す
る
具
体
的
な
数
値
目

標
が
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
令
和
２
年
12
月
、
第
5
次
男
女
共
同

参
画
基
本
計
画
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
土
地
改
良
区
の
理
事
に
占
め
る
女
性
の
割

合
を
10
%
以
上
と
す
る
成
果
目
標
が
設
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
令
和
３
年
３
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
土
地
改
良
長
期
計
画
に
も
、
同

様
の
成
果
目
標
が
設
定
さ
れ
、
い
ず
れ
も
目
標
年
度
は
令
和
７
年
度
と
し
て
い

ま
す
。

　
新
潟
県
内
の
状
況
を
み
ま
す
と
、
78
あ
る
土
地
改
良
区
の
う
ち
女
性
理
事
が

活
躍
し
て
い
る
土
地
改
良
区
は
２
土
地
改
良
区
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
さ
ら
な

る
女
性
参
画
と
活
躍
の
場
と
な
る
環
境
づ
く
り
へ
の
理
解
の
醸
成
が
必
要
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
社
会
の
動
き
を
受
け
、
当
改
良
区
に
お
い
て
も
こ
れ
を
意
識
し
、

対
応
す
る
こ
と
は
実
質
的
な
義
務
で
あ
り
、
こ
れ
を
時
代
に
対
応
す
る
契
機
と

と
ら
え
、
今

年
度
よ
り
目

標
達
成
に
向

け
た
検
討
を

始
め
ま
す
。

土
地
改
良
区
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
推
進

〜
女
性
理
事
の
登
用
に
つ
い
て
〜

和
田
土
地
改
良
区
　
会
計
担
当
理
事
　
佐
藤
　
重
幸
氏
が
、

5
月
29
日
　
午
前
8
時
51
分

病
気
の
た
め
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
（
享
年
７２
歳
）

生
前
本
土
地
改
良
区
の
業
務
運
営
に
ご
尽
力
賜
り
ま
し
た
こ
と
に
深
く

感
謝
申
し
上
げ
、
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

お
く
や
み

理
事
長
　
小
林 

春
男

総代会の様子

議長　岡田　一昭 総代(国賀地区)　
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令和3年度 一般会計決算概要

令和5年度 一般会計予算概要
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（単位：円）

（単位：円）

支 出
￥217,400,998

収 入
￥217,400,998 

支 出
￥193,634,000 

収 入
￥193,634,000 

　主な工事は、ダム取水設備の改修、ダム管理設備の改修、繫船設備の改修等を行うと共に、水管理システム
の設備改修などが実施されます。和田土地改良区関係では、十ヶ字頭首工取水樋門ゲートを遠隔操作するた
めのシステム改修工事と十ヶ字幹線用水路並びに広島三ヶ字用水路の水位計補修工事等が実施されます。
　当初事業計画では、令和5年度での事業完了を予定していましたが、計画の見直し等により、令和7年度ま
で事業工期が延長することも考えられるとのことです。

令和５年度 事業概要
国営かんがい排水事業（関川用水地区）

地区名

関川用水 13,000 1,180
ダム（取水設備改修、管理設備改修、繫船設備改修）
平場（幹線用水路ゲート設備補修、水管理施設整備）

総事業費 R5事業費 事業内容
（単位：百万円）

　主な工事では、令和4年度に引き続き、工事用道路の設置、索道製作・設置、水抜きボーリング工事な
どが実施されます。

直轄地すべり対策事業（笹ヶ峰二期地区）

　柳井田第2地区は、河川内で実施される工事が令和4年度中に完了しました。残す工事の操作室の補修工
事と取水樋門工事を実施し、令和5年度中の事業完了を目指します。
　四ヶ字地区は、県の財政事情により予算配分が大幅に少ない状態となっており、事業進捗に影響が出て
います。
　令和5年度は実施設計と河川協議を進め、令和6年度からの工事着工を目指します。

県営ため池等整備事業（頭首工改修）

地区名

柳井田第2

四ヶ字

柳井田頭首工

四ヶ字頭首工

15,000

6,000

5,000

1,900

10,000

4,100

操作室、取水樋門の補修

実施設計、河川協議

頭首工名 計R5当初R4補正 事業内容
(単位：千円)

地区名

笹ヶ峰二期 9,200 720
工事用道路、索道製作・設置、
水抜きボーリング工事

総事業費 R5事業費 事業内容
（単位：百万円）

四ヶ字頭首工柳井田頭首工

土地改良事業収入
￥44,522,610

補助金交付金収入
￥24,566,000

業務受託料収入
￥16,655,000

借入金収入
￥38,100,000

特定資産取崩収入
￥5,322,200

特定資産運用収入
・雑収入
￥4,959,445

前年度繰越金
￥76,213,180

附帯事業収入
￥7,062,563
※附帯事業収入の内、
　小水力発電事業収入
　3,263,486円

土地改良事業費支出
￥30,665,042

一般管理費支出
￥42,429,444

土地改良事業
負担金支出
￥38,959,916

固定資産取得支出
￥2,893,000

特定資産積立支出
￥14,107,642

附帯事業費支出
￥4,006,326

借入金返済支出
・支払利息
￥25,424,796

※附帯事業費支出の内、
　小水力発電事業支出
　3,263,486円

次年度繰越金
￥58,914,832

業務受託料収入
￥12,868,000

借入金収入
￥52,575,000

特定資産取崩収入
￥23,623,000

前年度繰越金
￥6,438,000

補助金交付金収入
￥46,480,000

附帯事業収入
￥6,370,000

土地改良事業収入
￥45,161,000

特定資産運用収入
・雑収入
￥119,000 ※附帯事業収入の内、

　小水力発電事業収入Í
　909,000円

土地改良事業費支出
￥66,440,000

一般管理費支出
￥42,121,000

土地改良事業
負担金支出
￥53,380,000

予備費
￥3,000,000

特定資産積立支出
￥3,321,000

借入金返済支出・支払利息
￥18,701,000

附帯事業費支出
￥4,516,000
※附帯事業費支出の内、
　小水力発電事業支出
　909,000円

固定資産取得支出・雑支出
￥2,155,000
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　主な工事では、令和4年度に引き続き、工事用道路の設置、索道製作・設置、水抜きボーリング工事な
どが実施されます。

直轄地すべり対策事業（笹ヶ峰二期地区）

　柳井田第2地区は、河川内で実施される工事が令和4年度中に完了しました。残す工事の操作室の補修工
事と取水樋門工事を実施し、令和5年度中の事業完了を目指します。
　四ヶ字地区は、県の財政事情により予算配分が大幅に少ない状態となっており、事業進捗に影響が出て
います。
　令和5年度は実施設計と河川協議を進め、令和6年度からの工事着工を目指します。
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工事用道路、索道製作・設置、
水抜きボーリング工事

総事業費 R5事業費 事業内容
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￥24,566,000
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特定資産取崩収入
￥5,322,200

特定資産運用収入
・雑収入
￥4,959,445

前年度繰越金
￥76,213,180

附帯事業収入
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　小水力発電事業収入
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￥30,665,042
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￥42,429,444
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負担金支出
￥38,959,916

固定資産取得支出
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　令和5年度は実施6地区（木島、広島、石沢、島田、和田北部、柳井田）、調査1地区（大和）で事業が
進められ、事業予算としては令和4年度補正と令和5年度予算を合わせて約10億円となります。和田北部
地区では待望の面工事が実施され、柳井田地区は令和5年度中の事業採択を目指しています。

県営経営体育成基盤整備事業（ほ場整備関係）
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地区名
木島

広島

石沢
島田

和田北部

柳井田
大和
計

実施中

実施中

実施中
実施中

実施中

R5採択予定
調査2年目

面的集積型

面的集積型

機構関連型
面的集積型

面的集積型

機構関連型
機構関連型

6,000

6,000

20,000
7,000

6,000

24,000
1,795
70,795

5,000

100,000

230,000
394,000

85,000

0
0

814,000

11,000

106,000

278,000
469,000

115,000

24,000
1,795

1,004,795

完了整備工事、換地

暗渠排水工事、完了整備工事
確定測量、換地

面工事5.0ha、1号ファーム
ポンド建設工事

面工事 11.0ha
面工事 25.0ha、排水路工事

実施設計
調査設計、換地等調整

R4補正 R5当初 計

28,000
68,000

24,000

120,000

債務 事業内容
予算割当額（単位：千円）

区分 事業型

※島田地区は1期地区と2期地区の合計事業費を記載。

　維持管理適正化事業では、令和4年度に引き続き十ヶ字幹線用水路の安全柵設置等を実施します。
　農業水路等長寿命化防災減災事業　大和地区では、令和4年度に実施した測量設計の結果を基に、大和
三ヶ字用水路の改修工事を実施します。また、月岡地区では1分区の四ヶ字用水路の老朽化対策として令和5
年度と6年度の2ヶ年で改修工事を進めます。令和4年度に測量設計を行い令和5年度に84ｍの改修工事を実
施します。

団体営事業

　令和 4年度に引き続き、石沢地区のスマート農業の普及に向けた取り組みを推進するため、遠隔型自動
給水栓や通信に必要となる無線基地局などを試験設置し、その効果等について試行調査を行うことや、ま
た、自動走行農業機械などのデモンストレーションなどを行い、石沢地区の情報通信環境整備計画を策定
します。

団体営事業（農山漁村振興交付金（情報通信環境整備対策））

事業名
維持管理適正化事業

農業水路等長寿命化防災減災事業

11,100
23,500
21,500

1,900
16,500
6,000

安全柵設置
水路改修工事
測量設計

地区名 総事業費 R5事業費 事業内容
（単位：千円）

十ヶ字
大和
月岡

事業名

農山漁村振興交付金
（情報通信環境整備対策） 11,200 6,000 自動給水栓の試験設置

地区名 総事業費 R5事業費 事業内容
（単位：千円）

石沢

遠隔型自動給水栓の試行試験
（使用状況） インターネット回線による自動給水栓の遠隔操作

スマート農業に必要となる無線基地局
直進アシスト機能付トラクターの
デモンストレーションの様子

大和三ヶ字用水路改修工事(L=180m)

柳井田第2地区　柳井田頭首工付帯施設改修工事

広島地区　暗渠排水工事(8.7ha予定)

令和5年度　県営・団体営事業工事予定位置図

十ヶ字用水路安全柵補修工事L=40m

Googleマップを加工して作成しています。

北陸新幹線

国
道
18
号
線

島田地区　面工事区域 25ha

石沢地区　面工事区域 11ha

島田地区　排水路工事L=420m

和田北部地区　面工事区域 5ha

和田北部地区　ファームポンド建設工事

凡　例
県営事業
団体営事業
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　令和5年度は実施6地区（木島、広島、石沢、島田、和田北部、柳井田）、調査1地区（大和）で事業が
進められ、事業予算としては令和4年度補正と令和5年度予算を合わせて約10億円となります。和田北部
地区では待望の面工事が実施され、柳井田地区は令和5年度中の事業採択を目指しています。

県営経営体育成基盤整備事業（ほ場整備関係）
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ほ場整備地区 での取り組み
ほ場整備によって大区画ほ場が整備されるにつれ、担い手によるスマート農業の取り組みが広がりを見
せています。労働力を補うことや、コストの削減など、スマート農業の導入により、担い手の経営が安
定することが期待されます。

ほ場整備事業を契機とした園芸産地の育成・拡大にむけて様々な取り組みが進められています。園芸
作物の導入による経営の多角化・複合化等の推進などにより、稼げる農業を実現し、農業者の所得向
上を図ります。

第17号　2023.7.14発行　広報  和田土地改良区 第17号　2023.7.14発行　広報  和田土地改良区

園芸栽培
拡大して  います

スマート農業

木島地区（えだまめ栽培 80a）
トラクター搭載型収穫機での
収穫状況

石沢地区（ブロッコリー栽培30a）
手作業での収穫状況

島田地区（えだまめ栽培 60a）
トラクター搭載型収穫機での収穫状況

和田北部地区（えだまめ栽培）
 27a（2名の合計面積）
　

大和地区（えだまめ栽培10a）

石沢地区
遠隔型自動給水栓の使用状況

島田地区
ドローン直播状況

石沢地区
直進アシスト機能付トラクター

　枝豆直播状況

石沢地区
直進アシスト機能付田植機

島田地区
直進アシスト機能付トラクター

　乾田V溝直播

園芸こそGPS管理！
直線畝立て

1ヘクタール
約10分で
直播き完了

事務所・スマホで水管理
水管理労力の大幅削減

園芸栽培
新たにチャレンジ

園芸栽培の取り組み スマート農業の取り組み
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お 知 ら せ和 田 土 地 改 良 区 か ら の

　令和５年度の賦課金は、令和５年４月１日の土地原簿に基づき計算されます。土地改良区の賦課金は、
土地改良区の事務運営費や管内土地改良施設の維持管理費に充てられます。
　土地改良区は一般企業とは異なり営利を目的としておらず、組合員の皆さんよりいただいた賦課金
を収入源として、組合員の皆さんの要望に応えるよう事業展開をおこなっています。現在、事業量の増
加により、これまでの賦課金額では運営していくことが難しい状況となっています。
　このことから、今後も事業を継続していくために第1次中期経営計画を策定し、総代の皆さんへの説
明会等を開催しながら、賦課金額について検討を重ねて参りました。
　その結果、本年3月に開催された第150回総代会において令和5年度より以下のとおり賦課金額を
変更することが議決されましたので、お知らせいたします。
　土地改良区といたしましては、さらなる経費の削減を図り、効率の良い運営を目指して参ります。
　組合員の皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上
げます。
●賦課金単価

10a あたり　3,000 円
令和5年度より

10aあたり　2,500 円

事業費の 1.5％※事業費の 1％

令和4年度まで
経常賦課金（運営事務費）
経常賦課金（維持管理費）
特別賦課金（県営事業）

賦課種別

　●納入期限　【第1期】令和５年  ７月31日（月） 【第2期】令和５年１０月３１日（火）
　（口座振替日）　  ※口座振替日の前日までに口座残高の確認をお願いします。
　◆賦課金の納入には便利な口座振替を推奨します
　　賦課金口座振替取扱金融機関
　　えちご上越農業協同組合　ゆうちょ銀行
　これまで、えちご上越農業協同組合における土地改良区賦課金等の振込では振込手数料が免除さ
れていましたが、金融機関における各種手数料の改定に伴い、令和5年度より振込手数料が発生する
ようになりました。
当改良区では、賦課金の納入に便利な口座振替の利用を推奨しています。
口座振替を利用すると…
　　・賦課金納入のために土地改良区や金融機関へ行く手間が省けます。
　　・一度手続きすれば納入期限の心配と納入忘れが防げます。
　　・振込手数料がかかりません。
口座振替の新規お申し込みには口座振替依頼書（ＪＡ）、自動払込利用申込書（ゆうちょ銀行）の提出が
必要です。郵送も可能ですので、ご希望の方は庶務係までお問い合わせください。

　◆口座振替賦課金領収証書の送付について
　令和4年度より、経費削減のため領収証書の送付を年1回とさせていただいております。10月末の
第2期振替後、第1期分・第2期分を合わせて送付いたします。第1期分の領収証書が早期に必要な方
はご連絡いただけましたら個別に対応いたします。
ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

令和５年度賦課金について

　賦課金を決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。
　賦課金が納期限内に納付されない場合、土地改良区から催促の通知書（督促状・催告状）が送付
されます。また、電話による納付のお願い、役職員による戸別訪問等を実施し、滞納賦課金の回収に
努めています。それでも解決できない場合には、組合員経費負担の公平性を保つため、土地改良法の
手続きにより県知事から認可を得たうえで、滞納処分執行による回収を検討いたします。
　なお、賦課金を滞納されると本来納めるべき賦課額の他に延滞金が発生します。納付が遅れるほ
ど延滞金額が多くなりますので、早めの納付をお願いいたします。

滞納賦課金の対応について

■地区除外の申請に必要なもの【土地改良区での手続き】
　●様式第1号　農地転用等の通知
　　（関係町内会長、分区長等の同意）
　●様式第 3号　地区除外申請書
　●申請書（意見書の交付を求める場合提出が必要）

【添付書類】
　●誓約書
　●農業委員会に提出する書類一式及び計画図面（副本）
　●現地写真

■農地転用について（農業委員会での手続き）
　農地転用（農地を農地以外の用途に転換すること）をする場合は農地法による許可・届出が必
要となりますので、あらかじめ関係市町村の農業委員会に相談のうえ、正規の手続きを行ってくだ
さい。（農業委員会から「土地改良区の意見書」の提出を求められることがあります。）

■地区除外について（土地改良区での手続き）
　　地区除外とは、土地改良区管内の農地を農地以外の用途に転用し、土地改良区の賦課受益地か
らその農地を除外することです。土地改良区へ「農地転用の通知」と「地区除外申請」を行い、地区
除外が認められた場合、その土地については翌年度より賦課金の負担がなくなります。ただし、決
済金を納付する必要があります。

■決済金の納付について

農地転用と地区除外について

決済金とは…事業に係る費用や維持管理費は借入金や賦課金により賄われており、その額は受益面積に
より計算されています。受益地が転用等で地区除外されると、維持管理費や償還金等を残された土地で
負担しなければならなくなり、残された組合員の負担が増大してしまいます。この負担の増大を解消する
ため、土地改良法第42条第2項及び地区除外等処理規程に基づき、地区除外される土地が今後負担して
いくはずだった費用を決済の対象とし、決済金が徴収されます。農地が公共事業用地（道路・河川など）と
して買収される場合も同様です。

※転用面積により手続きに要する期間は異なります。時間に余裕を持った申請をお願いします。

※様式はホームページよりダウンロードできます。

地区除外申請の流れ
転用組合員より「農地転用の通知」と
「地区除外申請書」その他必要書類の提出1

土地改良施設への影響を関係者と協議2
土地改良区で理事長決裁または理事会・
総代会での決議※3
土地改良区で意見書の交付及び決済金・
手数料等の徴収4
決済金・手数料納入の翌年度より地区除
外（賦課対象外）となる5 手続の詳細については、和田土地改良区までお問合せください。
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※1.5％のうち、0.3％は分区による負担となるため、個人負担は実質 1.2％となります。

変更なし
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　令和５年度の賦課金は、令和５年４月１日の土地原簿に基づき計算されます。土地改良区の賦課金は、
土地改良区の事務運営費や管内土地改良施設の維持管理費に充てられます。
　土地改良区は一般企業とは異なり営利を目的としておらず、組合員の皆さんよりいただいた賦課金
を収入源として、組合員の皆さんの要望に応えるよう事業展開をおこなっています。現在、事業量の増
加により、これまでの賦課金額では運営していくことが難しい状況となっています。
　このことから、今後も事業を継続していくために第1次中期経営計画を策定し、総代の皆さんへの説
明会等を開催しながら、賦課金額について検討を重ねて参りました。
　その結果、本年3月に開催された第150回総代会において令和5年度より以下のとおり賦課金額を
変更することが議決されましたので、お知らせいたします。
　土地改良区といたしましては、さらなる経費の削減を図り、効率の良い運営を目指して参ります。
　組合員の皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上
げます。
●賦課金単価

10a あたり　3,000 円
令和5年度より

10aあたり　2,500 円

事業費の 1.5％※事業費の 1％

令和4年度まで
経常賦課金（運営事務費）
経常賦課金（維持管理費）
特別賦課金（県営事業）

賦課種別

　●納入期限　【第1期】令和５年  ７月31日（月） 【第2期】令和５年１０月３１日（火）
　（口座振替日）　  ※口座振替日の前日までに口座残高の確認をお願いします。
　◆賦課金の納入には便利な口座振替を推奨します
　　賦課金口座振替取扱金融機関
　　えちご上越農業協同組合　ゆうちょ銀行
　これまで、えちご上越農業協同組合における土地改良区賦課金等の振込では振込手数料が免除さ
れていましたが、金融機関における各種手数料の改定に伴い、令和5年度より振込手数料が発生する
ようになりました。
当改良区では、賦課金の納入に便利な口座振替の利用を推奨しています。
口座振替を利用すると…
　　・賦課金納入のために土地改良区や金融機関へ行く手間が省けます。
　　・一度手続きすれば納入期限の心配と納入忘れが防げます。
　　・振込手数料がかかりません。
口座振替の新規お申し込みには口座振替依頼書（ＪＡ）、自動払込利用申込書（ゆうちょ銀行）の提出が
必要です。郵送も可能ですので、ご希望の方は庶務係までお問い合わせください。

　◆口座振替賦課金領収証書の送付について
　令和4年度より、経費削減のため領収証書の送付を年1回とさせていただいております。10月末の
第2期振替後、第1期分・第2期分を合わせて送付いたします。第1期分の領収証書が早期に必要な方
はご連絡いただけましたら個別に対応いたします。
ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

令和５年度賦課金について

　賦課金を決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。
　賦課金が納期限内に納付されない場合、土地改良区から催促の通知書（督促状・催告状）が送付
されます。また、電話による納付のお願い、役職員による戸別訪問等を実施し、滞納賦課金の回収に
努めています。それでも解決できない場合には、組合員経費負担の公平性を保つため、土地改良法の
手続きにより県知事から認可を得たうえで、滞納処分執行による回収を検討いたします。
　なお、賦課金を滞納されると本来納めるべき賦課額の他に延滞金が発生します。納付が遅れるほ
ど延滞金額が多くなりますので、早めの納付をお願いいたします。

滞納賦課金の対応について

■地区除外の申請に必要なもの【土地改良区での手続き】
　●様式第1号　農地転用等の通知
　　（関係町内会長、分区長等の同意）
　●様式第 3号　地区除外申請書
　●申請書（意見書の交付を求める場合提出が必要）

【添付書類】
　●誓約書
　●農業委員会に提出する書類一式及び計画図面（副本）
　●現地写真

■農地転用について（農業委員会での手続き）
　農地転用（農地を農地以外の用途に転換すること）をする場合は農地法による許可・届出が必
要となりますので、あらかじめ関係市町村の農業委員会に相談のうえ、正規の手続きを行ってくだ
さい。（農業委員会から「土地改良区の意見書」の提出を求められることがあります。）

■地区除外について（土地改良区での手続き）
　　地区除外とは、土地改良区管内の農地を農地以外の用途に転用し、土地改良区の賦課受益地か
らその農地を除外することです。土地改良区へ「農地転用の通知」と「地区除外申請」を行い、地区
除外が認められた場合、その土地については翌年度より賦課金の負担がなくなります。ただし、決
済金を納付する必要があります。

■決済金の納付について

農地転用と地区除外について

決済金とは…事業に係る費用や維持管理費は借入金や賦課金により賄われており、その額は受益面積に
より計算されています。受益地が転用等で地区除外されると、維持管理費や償還金等を残された土地で
負担しなければならなくなり、残された組合員の負担が増大してしまいます。この負担の増大を解消する
ため、土地改良法第42条第2項及び地区除外等処理規程に基づき、地区除外される土地が今後負担して
いくはずだった費用を決済の対象とし、決済金が徴収されます。農地が公共事業用地（道路・河川など）と
して買収される場合も同様です。

※転用面積により手続きに要する期間は異なります。時間に余裕を持った申請をお願いします。

※様式はホームページよりダウンロードできます。

地区除外申請の流れ
転用組合員より「農地転用の通知」と
「地区除外申請書」その他必要書類の提出1

土地改良施設への影響を関係者と協議2
土地改良区で理事長決裁または理事会・
総代会での決議※3
土地改良区で意見書の交付及び決済金・
手数料等の徴収4
決済金・手数料納入の翌年度より地区除
外（賦課対象外）となる5 手続の詳細については、和田土地改良区までお問合せください。
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※1.5％のうち、0.3％は分区による負担となるため、個人負担は実質 1.2％となります。

変更なし
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スマート農業広がっています

今年度より、自然圧パイプラインで用
水供給を開始した石沢地区のほ場の一
部において、給水栓バルブの遠隔操作
に関する実証試験を開始しました。
毎日の水回りが現地に行かず、パソコ
ンやスマートフォンを使用して遠隔で
操作が可能になることで、水回りに要
する労力の削減効果が期待できます。

（詳細記事６ページ参照）

表 紙 写 真 紹 介

　毎年、全国各地で農業用水路・施設等における悲惨な水難事故が発
生しています。
　特に今の時期は１年の中で一番水量が増えるため大変危険です。
　自分は大丈夫と思わず、慣れた道でも水路沿いは安全を確認しましょ
う。また、高齢者や子供たちとコミュニケーションをとり、不用意に近づ
いたり近くで遊んだりしないよう、日頃から地域や家庭で声掛けをして
いただくなど、事故防止に向けたご協力をお願いいたします。
　私たち土地改良区も、悲しい事故を防ぐため用水路の安全対策に努
めて参ります。

用水路やため池で遊ばないように

2
3
4

　5・6・7・8・9
10・11・12

理事長挨拶
第150回通常総代会開催
会計報告
令和5年度事業概要
お知らせ

C o n t e n t s

　近年、「農業委員会や農協の手続き、登記を行えば、土地改良区の土地原簿も同時に修正されると
思っていた」という事例が増えています。
土地改良区の組合員資格や土地原簿の変更（組合員の権利、賦課金納付等の義務）は、法務局・市町
村窓口・農業委員会・農協・農地中間管理機構などの手続きのみでは変更できません。土地改良法第
43条（組合員の資格得喪の通知義務）に基づき、土地改良区へ直接届出いただく必要があります。
　土地改良区へ届出がない場合は土地原簿の修正はされず、変更前の状態で賦課されますので、忘れ
ずに土地改良区に関係書類の届出をお願いします。

忘れずに届出ください

　土地改良区管内の農地を売買するとき（競売取得も含む）や組合員資格を交代する場合、その農
地に滞納賦課金があると、新しくその農地を取得した方に滞納賦課金を支払う義務が生じます。【土
地改良法第４２条第１項権利義務の承継】
　農地の売買等の契約をされる場合は、トラブルにならないよう当事者間で十分話し合ってから滞
納賦課金の精算をするようお願いいたします。

滞納賦課金は新組合員に承継

◎農地の権利異動をしたとき
（売買・賃貸借契約及び解約・利用権設定・中間管理権設定・交換）
◎農地の分合筆、面積の増減があったとき
◎組合員が亡くなられたとき（相続・未登記の法定相続を含む）
◎農業者年金の受給、農業経営を後継者へ移譲したとき
◎生前一括譲与するとき
◎組合員住所・賦課金振替口座の変更・口座名義人の変更をしたとき

和田土地改良区広 

報


